
高
齢
者
の
運
転
免
許
証
自
主

返
納
者
に
対
し
、
路
線
バ
ス

運
賃
割
引
制
度
を
始
め
ま
す

14広報みなみ  No.129

12
月
定
例
教
育
委
員
会
の

日
程
に
つ
い
て

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

の
担
い
手
を
応
援
し
ま
す

電
気
柵
を
設
置
さ
れ
て
い
る
方
へ
使
用
上
の
注
意

　
電
気
柵
は
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
、
サ
ル
等
の
侵
入
を
防
ぎ
、
農
作
物
の
被
害

を
防
止
す
る
の
に
効
果
的
な
施
設
で
す
。

　
説
明
書
に
従
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
一
般
の

方
が
誤
っ
て
触
れ
な
い
よ
う
に
、
危
険
表
示
を
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※人が安易に立ち入る場所（特に通学路等）では、必ず周囲の人が安易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で「危
険表示板」を設置してください。

※電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置をご使用ください。

　ネット柵はイノシシやシカ等の侵入を防ぎ、農作物の被害を防止するのに効果的な施設です。
　一般道に面した場所での設置は特に安全に配慮していただき、風等により支柱が倒れたり、ネットが車
道及び歩道へ出ることがないようペグ等で固定するなど、適切に設置及び管理を行ってください。
　設置したネット柵へ鳥獣が掛かる場合がありますが、安易に近寄らず役場への連絡をお願いします。

お問い合せ先　美波町役場　産業振興課
　　　　　　　担当　小笠　☎77－3617

ネット柵を設置されている方へ使用上の注意

日
時
　
12
月
26
日
(月) 

午
前
９
時
30
分
〜

場
所
　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

　

美
波
町
で
は
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
す
る
た
め
、「
美
波
町

人
材
育
成
事
業
補
助
金
」制
度
を
つ

く
り
ま
し
た
。
町
民
や
町
民
の
利
益

に
つ
な
が
る
活
動
を
行
う
個
人
・
団

体
を
応
援
し
ま
す
。

　

美
波
町
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
人

材
育
成
の
た
め
の「
研
修
・
視
察
」

事
業
へ
の
補
助
、
地
域
活
性
化
を
図

る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
を
結
成
す
る
組

織
づ
く
り
事
業
へ
の
補
助
で
、
対
象

と
な
る
の
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す

個
人
・
団
体
で
す
。

補
助
対
象
者

○
個
人
…
美
波
町
に
1
年
以
上
在
住

し
、
今
後
も
引
き
続
き
居
住
す
る

15
歳
以
上
の
人

○
団
体
…
個
人
メ
ン
バ
ー
が
5
人
以

上
で
、
町
内
に
活
動
拠
点
を
置
く

団
体

○
共
通
…
政
治
、
宗
教
活
動
お
よ
び

営
利
を
目
的
と
し
て
い
な
い
こ
と

補
助
内
容
…
個
人
・
視
察
研
修（
補

助
対
象
経
費
の
1
/
2
以
内
・
限

度
額
5
万
）、団
体
・
研
修
主
催（
同

1
/
2
以
内
・
限
度
額
10
万
）、

団
体
・
視
察
研
修（
同
1
/
2
以

内
・
限
度
額
30
万
）、
組
織
作
り

事
業（
同
1
/
2
以
内
・
限
度
額

10
万
）

　

詳
し
い
内
容
は
、
役
場
総
務
企
画

課（
☎
0
8
8
4-

77-

3
6
1
1
）

ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
や
運
転

免
許
返
納
後
に
お
け
る
移
動
手
段
の

確
保
及
び
路
線
バ
ス
の
利
用
促
進
を

図
る
た
め
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返

納
者
に
対
し
て
、
徳
島
バ
ス
グ
ル
ー

プ
な
ど
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス
の
運

賃
割
引
制
度
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

【
運
賃
割
引
内
容
等
】

対
象
バ
ス
会
社
及
び
路
線

　

徳
島
バ
ス（
徳
島
市
、
鳴
門
市
及

び
小
松
島
市
委
託
路
線
等
を
含
む
）、

四
国
交
通
、
徳
島
バ
ス
阿
南
、
徳
島

バ
ス
南
部
、
徳
島
市
営
バ
ス（
徳
島

市
交
通
局
）、
鳴
門
市
地
域
バ
ス
、

が
運
行
す
る
全
路
線

※
高
速
バ
ス
路
線
は
割
引
対
象
外
で
す
。

対
象
者
　
①
②
の
い
ず
れ
の
要
件
も

満
た
し
た
人

①
年
齢
65
歳
以
上

②
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
、「
運

転
経
歴
証
明
書
」の
交
付
を
受
け

た
人

割
引
内
容　
現
金
ま
た
は
回
数
券
利

用
者
に
対
し
、「
普
通
運
賃
の
半

額
」を
適
用

※
定
期
券
は
割
引
対
象
外
で
す
。

割
引
方
法　
バ
ス
降
車
時
に「
運
転

経
歴
証
明
書
」を
乗
務
員
に
提
示

す
る
。

「
割
引
」開
始
日

　

平
成
29
年
１
月
１
日
(日) 

お
問
い
合
せ
先

◯「
割
引
制
度
」全
般
に
つ
い
て
は

役
場
総
務
企
画
課

　

☎
77-

3
6
1
1　
　
　

◯「
免
許
証
自
主
返
納
制
度
」「
運
転

経
歴
証
明
書
」に
つ
い
て
は

徳
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
8
8-

6
9
9-

0
1
1
0

※
各
バ
ス
会
社
の
詳
細
な「
割
引
内

容
」等
に
つ
い
て
は
、
各
バ
ス
会

社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

徳
島
県
で
は
、
土
砂
災
害
か
ら
住

民
の
皆
様
の
生
命
・
身
体
を
守
る
た

め
に
様
々
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
中
で「
土
砂
災
害
防
止
法
」

に
基
づ
く
取
組
と
し
て
、
土
砂
災
害

の
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
に
お
い
て
、

そ
の
危
険
を
周
知
す
る
た
め
に「
基

礎
調
査
」を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
そ
の
結
果
を
住
民
の
皆

様
に
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
を
基
に
、「
警
戒
避
難
体
制

の
整
備
」な
ど
が
行
わ
れ
る「
土
砂

災
害
警
戒
区
域
・
特
別
警
戒
区
域
」

の
指
定
手
続
き
を
進
め
る
に
あ
た

り
、
事
前
に
そ
の
概
要
説
明
を
行
う

た
め
、
次
の
と
お
り
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
対
象
地
域
の
皆
様
の

ご
出
席
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
説
明
会
で
は
、
土
砂

災
害
啓
発
ビ
デ
オ
や
配
付
資
料
に
よ

っ
て
、
土
砂
災
害
の
防
止
に
関
す
る

説
明
を
し
た
後
、
基
礎
調
査
結
果
や

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
に
関

す
る
説
明
や
そ
れ
に
対
す
る
質
問
・

相
談
を
担
当
職
員
が
個
別
に
い
た
し

ま
す
の
で
、
受
付
時
間
内
の
ご
都
合

の
良
い
時
間
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域　
美
波
町
赤
松
地
区

日
時　
平
成
28
年
12
月
23
日（
金
祝
）

午
後
１
時
か
ら
４
時

　
（
受
付
は
午
後
３
時
ま
で
）

会
場　
美
波
町
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

（
赤
松
神
社
上
）

説
明
内
容　
基
礎
調
査
の
結
果
及
び

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
に

つ
い
て　

等

お
問
い
合
せ
先

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局（
美
波
）

工
務
担
当

　

☎
０
８
８
４-

74-

７
４
７
６

徳
島
県
県
土
整
備
部
砂
防
防
災
課　

管
理
担
当

　

☎
０
８
８-

６
２
１-

２
５
４
０

役
場
建
設
課

　

☎
77-

３
６
１
８

日
時　
12
月
21
日
(水) 

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
所　
道
の
駅
日
和
佐
物
産
館
２
階

　
　
　

多
目
的
ホ
ー
ル

受
講
料　
無
料

定
員　
30
名

講
師　
ジ
ェ
ト
ロ
徳
島
海
外
調
査
部他

申
込
期
限　
12
月
16
日
(金) 

申
込
方
法　
ジ
ェ
ト
ロ
徳
島
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
美
波
町
商
工
会

お
問
い
合
せ
先

美
波
町
商
工
会

　

☎
77-

０
７
５
９

　

徳
島
県
の
産
業
を
担
う
人
材
確
保

を
目
的
と
し
て
、
徳
島
県
内
の
事
業

所
に
正
規
職
員
と
し
て
一
定
期
間
就

業
し
た
場
合
に
奨
学
金
返
還
を
支
援

す
る
制
度
の
助
成
候
補
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。 

募
集
対
象
者 

①
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校

に
在
籍
す
る
平
成
29
年
度
及
び
平

成
28
年
度
に
卒
業
予
定
の
方 

②
県
外
か
ら
の
移
住
を
希
望
す
る
30

歳
ま
で
の
既
卒
者
の
方（
H
29
･  

4
・
1
時
点
） 

募
集
期
間　

 
　

12
月
31
日
(土) 

ま
で 

応
募
方
法　

 

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
申
請
書

等
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。 

簡
易
書
留
で
の
郵
送（
消
印
有
効
）

に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

お
問
い
合
せ
・
応
募
先 

〒
7
7
0-

0
0
4
5

徳
島
県
徳
島
市
南
庄
町
５
丁
目
77-

１ 

徳
島
県
政
策
創
造
部
県
立
総
合
大
学

校
本
部 

　

☎
0
8
8-

6
1
2-

8
8
0
1


